
令和7年1月17日

奈良市環境清美センター事務厚生棟電話交換機等設備賃貸借業務に係る一般競争入札に関する質問について、次のとおり回答します。

項番 文書名 ページ 項番 記載内容

1

奈良市電話交換
機等設備賃貸借
契約書（長期継
続契約）（案）

3 第14条
受注者は、自らの費用で機
器に動産総合保険を付する
ものとする。

賃貸借物件に付保する動産総合保険は一般
的な事由（火災、盗難、風水害等）を対象
とし、地震、津波は含まない期間の経過に
より逓減する通常の動産保険でよろしいで
しょうか。

お見込のとおりです。
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